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申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
方

①�

所
得
の
有
無
に
関
係
な
く
、
平
成
27
年
１

月
１
日
現
在
、
市
内
に
住
所
の
あ
る
方

②�

市
外
に
居
住
す
る
方
で
、市
内
に
事
業
所
、

事
務
所
ま
た
は
家
屋
敷
を
有
す
る
方

申
告
す
る
必
要
が
な
い
方

①�

給
与
所
得
者
で
、給
与
支
払
者
（
勤
務
先
）

か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
て
い

る
方

②�

公
的
年
金
受
給
者（
年
金
支
払
者
か
ら
、
市

役
所
へ
年
金
支
払
報
告
書
が
届
き
ま
す
。）

③
親
族
の
被
扶
養
者
に
な
っ
て
い
る
方

④
税
務
署
に
所
得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
方

※�

①
・
②
に
つ
い
て
は
、
給
与
・
年
金
以
外

に
所
得
の
あ
る
方
は
申
告
が
必
要
で
す
。

申
告
の
対
象
と
な
る
所
得

��

平
成
26
年
中
（
平
成
26
年
１
月
１
日
～
12

月
31
日
）
の
所
得

　

今
年
も
、
市･

県
民
税
の
申
告
時
期
と
な
り
ま
し
た
が
、
申
告
の
ご
用
意
は
お
済
み
で

す
か
？ 

申
告
書
の
提
出
は
、
２
月
16
日
㈪
か
ら
３
月
16
日
㈪
ま
で
の
期
間
内
に
、
地
区

別
に
指
定
し
た
日
程
で
受
け
付
け
を
行
い
ま
す
。
締
め
切
り
日
近
く
に
な
る
と
大
変
混
み

合
い
ま
す
の
で
、
指
定
日
以
外
に
申
告
さ
れ
る
方
は
、
お
早
め
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。
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申告の際に持参していただくもの　お出かけ前にもう一度チェック□を！

１ 　印鑑（朱肉を使用するもの）

２ 　案内通知（送られた方のみ）

３ 　所得計算に必要な資料

４ 　控除計算に必要な資料

※①・②・③については、平成26年中に支払ったものです。

①営業所得のある方 売上、仕入等の帳簿・決算書・領収書等

②給与収入・年金収入のある方 源泉徴収票

③不動産所得のある方 平成26年度固定資産税課税明細書の写し（該当箇所）

①医療費控除の
　ある方

支払った医療費の領収書等
※�高額療養費など、医療費を補てんする保険金等を受けた場合は、
その金額が分かるものも必要となります。

②社会保険料控除の
　ある方

※�社会保険料を口座振
替で納付されている
方は、１月下旬に郵
送された「振替納付
済通知書」が必要と
なります。

領収書（国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国
民年金保険料等）
※�国民健康保険税、介護保険料、後期高齢者医療保険料は、納付方
法により控除対象者は下表のとおりとなります。

●社会保険料控除対象者

③一般生命保険料・
　介護医療保険料・
　個人年金保険料・
　地震保険料控除の
　ある方

領収書または支払証明書等
※�平成18年末までに締結した長期損害保険料（保険期間が10年以上
で満期返戻金のあるもの）については、従前の損害保険料控除が
適用されます。

④配偶者特別控除のある方 配偶者の所得が確認できるもの（源泉徴収票等）

⑤障害者控除のある方 障害者手帳または福祉事務所長の証明書

⑥雑損控除のある方
※�雪害等により住宅や家
財、生活に通常必要な
資産と認められる車両
およびカーポートに被
害を受けた方は、控除
が受けられる場合があ
ります。

・被害を受けた資産の明細（資産内容、取得時期、取得価格）が分
かるもの

・被害を受けた資産の取り壊し費用、除去費用等被害に関連して支
出した金額のわかる明細書および領収書

・被害により受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額の
わかるもの

・印鑑　　
・り災証明書

社会保険料の種類 納付方法 控除が受けられる方
国民健康保険税
介護保険料
後期高齢者医療保険料

年金からの天引き 年金受給者
口座振替 口座名義人
現金納付 保険税を支払った方

国民年金保険料

口座振替
口座名義人クレジットカード

納付
現金納付 保険料を支払った方

地
区
別
の
申
告
日
程
お
よ
び
日
曜
日

の
申
告
受
付
に
つ
い
て
は
、
市
報
１

月
号
５
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

２
月
16
日
㈪
～
３
月
16
日
㈪
の
期
間
中
、

地
区
別
に
各
会
場
で
行
い
ま
す

市･

県
民
税
の
申
告
を

お
忘
れ
な
く
！

平成26年度　税に関する中学生の標語受賞作品　秩父地区教育委員会連合会教育長部会長賞
小さな税　それも未来で　大活躍　　～吉田中　３年　玉城　桃香さん～


